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8．　対　外　経　済　対　策
一最近の決定と今後の政策方向－

昭和60年4月9日

経済対韓同僚会注

最近にあける内外の経済動向と世界軽演に占める我が国の地位にかんがみ、内需中心の経済成長の遼虎を回るとと

もに、自由貿易休別の祁持・強化、調和ある対外軽済関係の形成及び世界鐙丙の活性化を図るため窮極的な努力を行

っていくことは、我が唄に詳せられた喪要な員籾である．

このような摘点から、我が国としてはこれまで数次にわたる対外軽調対沖を実施してきたところであるが、今般民

国の有賢者からなる対外経済開圧的間委員会から、これまでの対外経済対策の総合的評価及び今後にあける我が周の

対外経済対策の中期的汗癌に隔する報告を受けたところである．

政府としては、現在の我が柑経済を取り巻く厳しい瓜限環境を路まえ、我が相に銀された只拝を繋たすため、上記

楕告を最大限等塵しつつ、対外繰消閑題への中絢的対応を因る一方、当面の対応として、市電アクセスの改港、輸入

の促進、金融・資本市場の自由化、橙済脇力の拡充、投資交流の密進等に関する地帯を一帯強力に推進することが重

要であると考．え、下記のとおり決定し、実施する．

I．対外粧済閉店坊同委員会報告への対応

1．．対外拝謁悶超絶閑菱昌会の帽告では、市場アクセスの一店の改善、内需中心の持続的成長、投資・産黒協力の

拡大、開発途上国への対応等について中鯛的改醇捏昌が行われており、政府としては、これらの‾提言を十分疎密

して今後の政策運営に当たる。

2．上記の提言のうち、市場アクセス改善のためのアクション・プログラムについては、以下の基本方針により策

定し、実應する．

（1）政府は、対外繰済同店坊間委員会の相告を縮まえ、アクション・10グラムを的定するとともに、その実

施状況につきフォロト－・アツ丁を行う．
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（2）アク．ション・7【コグラムの対象納問は、陳剛として3年以内とするiまた、アクション・プログラムの策

定は、できるだけ早急に行うこととし、本年7月中にその丹格を作成する．

（31アクション・プログラムの靖定及びその実施状況のフォロー・アップに当たっては、内外有識者から怠晃

を瞳敬する等速明性の柁債に努める．

I．当面の繕賢と政策loグラム

1．市場アクセスの改善及び輸入の促進

日）開校の引下げ等

◎　我が国の関税水準は、累次の対外経済対策等による駒攻の引下げ等により既に諸外国に比べ低い状況に

あるが、昨年発表した個別品目の関税引下げ、痩京ラウンド合息に糾った関税引下げの棟上げ、特慈関税

研度の改善等の措置については、本年4月1日から実施している．また、本年3月1日からは、日米蘭の

合憲に基づき、半導体関税の拇互撤廃を実施している．

②　虫線・林泉及びホ現産製の抗力を凶視させるため、HI木場常距の拡大、・（＝〉木場産巣の仏門強化、

作用間伐・保育等森林・林業の活性化等を中心に、財政、金融その他所要の措置を当面5か年にわたり

特に窮することとし、その進捗状況を見つつ、おおむね3年目から針葉樹及び広葉増を適する全癒等の関

税の引下げを行うべく前向きに取り組む．

⑳　また、その他の個別品目の内税引下げに係る決定は、本年前半中に行う．

（2）基準・認証、輸入検査手続の改善等
‘1

①　基準・認証瑚度等に関し、政府は、昭和58年3月26日の基準・認証馴鹿等迎格調整木部の決定の実

施状況について今後ともレビューを行い、改善を回る．

②　藁＿事桧に毒づく医薬品・医離職巴の承認審査に当たっては、医療機器及び体外診噺薬のうち人様豊に関

係のないものについては外四臨床試蹟データを受け入れるとともに、承認審査過程の透明性確保のため、

中央薬事春は会において外四企菜を含む承認申訊企業が砧按指示内容を吐き説明できる綴会を設ける。
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◎　養樗・認証、輸入検査手続等に係る包別田也について一願の改善を邑るとともに、背高コンテナについ

て一定の条件の下で通行を拝めるく別紙1．、、

（3）製品輸入等の促進

紘外四からの封晶輸入等の拡大なくして今後の我が由桂窮の兄屈はないはかりで’なく、轍晶輸入等の促進は、

貿易の拡大均衡と調和ある対外経済関係の形成を因る上で不可欠であるとともに、我が国経済の国際化を進あ

るに当たっても重要である．

このため、従来より、四民の輸入品に対する理解の促進・憤相の喪供、外四企業の対日製品輸出鬱金の増大、

日本輸出入銀行等の輸入金敵による輸入環填の整備に努めてきたところであるが、現下の慣勢にかんがみ、こ

れまでの諸施策の一員の強化・拡充を行うとともに、関係企集及び窃民に対し、広く製品輸入等の促進につい

ての努力要請を行う．

◎　関係企業に対する製品輸入等に係る努力f諦

産業界にあいても、輸出のみによってはノ貿易の拡大も窮柏ある対外経済関係の形成も匝れないことを十

分認翼し、製品輸入等の拡大に努力するよう、協力を要請する．

◎　インポート・フェア等の開催・支膿

日本貿易振興会（JETRO）の活用等により、大鯛換なインポート・フェア等を向健するとともに、

外四敢府主催の見本市事業に対し所要の支援を行う．
I

◎　特定外国製晶の販売拡大計酉の推進

昭和59年度において、特定外四製品輸入促進計西に基づき、既にワイン及び定員について我が国にお

ける販売拡大戦噂等を調査した．昭和60年度においても、引き続き特定外四製品の販売拡大計画の推進

を回る．

⑳　製品輸入金融の拡充
1

製品輸入の†宙の促進を図るため、日本輸出入銀行の封晶輸入金敵の金利引下げを行う．

◎　輸入促進キサンベ⊥ンの実應

新聞、雑誌、ポスター等による広告・宣伝を始め、街頭キャンペーン、テレビ番組等を通じ、外四製品

の輸入拡大努力を強く四民及び企業に訴える製品輸入促進キャンペーンを集中的に実應する．
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2．先端技術分野における市場アクセスの改萬

（1〉電気適虐

電気通信事業法、日本電唸電筑株式会社法等の成立により、これまで100年以上にわたって独占的休桝の

下にあかれていた電気通信分野に全面的に鎮争原理が導入されることとなり、本年4月1日から新しい制度に

移行した．民闊企泉の自由な創息と工夫による電気通信事業の活性化を目指すという糾度改革の趣旨にかんが

み、桝度の連用に当たっては、内外無差別、騰蕪、透明、市場開放を床刑として行う．

◎　日本電信電法株式会社の貝羽調達

日本電信電話公社の軽宮形態変更後の日本電僅電坊株式会社のガット牧内窮遼コード及び電馬油達日米

取決め上の取扱いについては、同取決めの有効的綴たる由巾61年12月31日までは現状どおりとする．

また、今接とも調達に当たっては、外四企巣の参入機会が増大するよう努める．

②　第二棲電気通信事業

第二棲電気通信事業については、外賓規制を行わす、内外無差別とする．また、登録及び届出の手続に

ついては、師集、透明なものとする．
J

なお、電気通信国輪を用いて行うデータ処理についてlま、従来から届出等の必要がなく自由に行えるも

のであり、電気通信事業法施行後においても、引き続き登録又は届出を真しないものとする．

⑳　電気通信事業における公正な鎮争の碓保

日本電信電話株式会社を始めとする第一桟電気通信事業者の内払相互補助を防止するため、会計規則上

所要の規定を設ける．

◎・電気通信棺束櫻層の基準・認証

場末織志の技術基準については、大幅な簡素化を行ったところであるが、今抜ネットワニクの択鎗防止

を主暇として一層の醜素化を因るため早急に検村を行う．

また、端末機缶の認定については、公正中立な独立した認定機内において、外四データを受け入れると

ともに合祭事査により行う．

◎　透明性の確保

基準等の作成に当たっては、可能な綴り学期に作成予定を内外榊偽名に周知するとともに、原案に対す

る内外霹錦者からの鳥晃の瞳取及び電気通信蓄膿会への外資系企業の日本人役尊員の舎加害により透明性

の微保を因る．
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◎　逼信輔星の購入

電気通信事業法の酎亨により、民間企業が通信朽晃を鯛入して電気通信事業壷＃むことが可能となった．

政府としては、民問企業による外四の通信衛星の購入に関し、日本輸出入社行の輸入金融を認めることと

したほか、周枚数の割当てについては、可能な限り早桐に対処する．

（2）エレクトロニクス

①　エレクトロニクス分野における知的所有権の適切な保護を轍侵するため、半導体チップの権利保護に向

する法律案及びコンピュータ・プログラムの権利保護に節する著作権法改正案を何級決定し、今田会での

成立に全力を挙げる．

◎　本年3月1日から半導体謁税を日米間の合意に基づき相互撤廃したところであるが、今後ともエレクト

ロニクス製品の自由かつ開放的な貿易の促進のため、このような相互撤廃の考え方をエレクトロニクス分

野にあいて拡大していく方向で米田を始めとする先進各日と臨膿を行う．

3．金島・舞木市電の自由化及び円の国語化の促進

（1）我が国の金敷・資本市電の自由化及び円の国際化を岡る見地から、既に、外四銀行の公共債ディーリング

認可、ユーロ円CDの月割雄和及び外四銀行の信託業務への参入墓場の公表等の指圧を鯛じた．

（2）本年に入り、4月初顎までに、MMCの導入、cD発行条件の一二眉の壊和、‘ユーロ円償発行・ユーロ円貸

付けの一層の弾力化及び円鰻外仇発行の一層の弾力化の持霞を隅じた．

（3）当面、円建BA市電の創設及び俄券先物市場の開設について、その具体化を進める．

く4）今懐とも、r金融の自由化及び円の国際化についての現状と展望」、r日米円・‾ドル委員会作業部会報告

書」等を鰭まえ、環境整備を回りつつ、着実に推進する．

4．節度ある輸出の糧保

貿易の拡大均衡を基本とし、市場アクセスの改襖を急ぐと同時に、特定品目の輸出が特定地域に集中すること

のないよう、引き続き節度ある輸出の確保を因る．
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5．経済協力の拡充

我が国は、世界経約の講和ある発展を柁僕するとともに関取社会への積極的香紋を拘るため、昭和61年以旅

も新たな中期巨棟を設定し引き続き政府開発援助（ODA）の着実な拡充に努める．また、無償貫会協力及び技

術協力を拡充するとともに餌罷開発金駿轍閑に対する仕順等の更訂に対し椚桂的に対応する等により、併せて質

の面でも可能な限りの改善に努める．

6．拉貝交流の促進等

我が国軽講の一題の四線化の推進、諸外四との相互依存開係の深化、諸外国緩拓の病性化等のために、投貝交

流の促進等に努める．

（1）産業協力については、日本貿易振興会（JETRO）に産菓協力推進本部を設定し、簡和提供機能等の強

化を困ってきているところであるが、昭和60年度から同振同会において新たに産業協力特別あっせん前葉

等を開始する．

（2）外四企業の対日直接投賓を促進するため、地方公共団体等による誘致活動を引き続き柄樟的に支援する．

7．外四弁護士の国内塙動

外四弁護士の国内における活動の悶垣については、日本弁護士連合会において、昭和60年3月15日、文月

的な相互主義の原則及び外国弁護士は日本弁護士連合会の自主的規別の下に入るとめ原則を前箆として外四弁詑

士の受入れを認めるとの基本方針を決定したが、政府としてほ、日本弁讃士迎合会と十分息兄を交換するなどし

て可及的速やかに適切な解決が因られるよう努力する．
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基準・認証、輸入検査手較等に係る当所の招電

項　　　　　　邑 内　　　　　　容

1．背高コンテナの通行の許可

2．食品等の輸入届に係る手続の簡素化

3．加工原料としてのみ用いられる食品の

表示方桂の簡素化

4．ミネラルウオーターの鯛楕塞韓の作成

5．医薬品等に係る承認・許可手続の簡素化

・迅速化

6．治験用に輸入した真鯛医療用貝の使用・

売却の容認

7．化粧品の許可手続の簡素合理化

8．化粧品の輸入販売業許可に関する試験

検査設備共同利用の舎監

9．成田空港における休日の植物検疫の実施

長さ40フィート、高さ9フィート6インチの海上コンテナに

ついて、週給状況、交通員等を勘案して安全の轍保のために必要

な条件を付した上で、あらかじめ指定した道路にあける通行を認

めることとした．

◎　事前届出制を新たに導入する一こととし、所要の堺筋を進める．

◎‾食器、調理器貝、食品製造概観等の鮭椀的輸入に的し、証明抱

の布効椚関を延長することとし、所要の呼塙を進める．

◎　輸入届添付色熱の簡素化を図る．

加工原料としてのみ使用される食品の食品粍生上の表示方法の

筒素化について所要の準鴇を進める．

・ミネラルウオーターについて：食品衛生上の規格養噂を作成す

ることとし、所要の韓鶴を進める．

◎　製造業の許可を取得している者が輸入販売業の許可を申節する

場合、申読舞顆の灼鴫化を回る．

◎　製造及び輸入の承箆に開し、青森の迅速化を因るため、部道府

興知事に承江権限を委譲する範囲を拡大した（昭和60年4月1

日）．

治験用に輸入した医療用貝が高額であったり、収去・回収に多

額の賛用を要する場合には、承認内容に適合していること等を碓

露の上、使用・禿脚を認めることとする．

着色剤の配合等に開し、その配合割合に幅を持たせた許可とす

る等の簡素合理化を有った（昭和60年4月1日）．
1

試験検査設梶の共同利用を認めることとする．

成田空港における捕物検疫について、昭和60年度には検査官

を増員して、土曜日の午模及び休日の検疫を実施することとし、

所要の手続きを進めている．

－215－



簿‡
F濫

l・

．・T

をミ

′1

tヨ光Eg分野・脇田像プにユ　タr L／ス　リJjで－　ト

対舛経済対策別添一

●

1月の日米曾崩全域を受けて開始された甘米問の円分骨ハイレベル臨議は．精力的に会合を損ねてさている．分野僧に地底

状況はれなる机　これは圭として4月1日から∴電気追捕京葉が民問に開放きれろことlこかんがみ．同分軒の地織と急いだため

である．かかる拉鱗の成果は、米国のみならず広く鱒外四に均嘱するものである．凱なまでの追風状況及び枕がカの取組の葬
▼ん

勢はこ　次のとおりである．

1．竃見通椚

tlI電気適所を邁る8米問の譜問題については市場機会及び規制面における衡平性の精神に従い解決され．4月1日より

内外無産肘の鏡争の導入を圭鴫とする電気通侶事業法及び餌係救省令が施行されている．了解に達した主賓点は、次の

とおりである．

くわ一般第二練電気通信事業と特別部二穐電気通庸事業の区分の明確化を嘲るとともに．址鋤・調山手幌の蘭索化∴透

明性の確保を噂った．なお．電気通信回線を用いて行うデータ処甥については．畦素から眉也等の必要がなく自由lこ

行えるものであり．電気遇佃事業払施行後においても．引き続き址働又は清川象要しないものとした．

くり）．靖夫後編の捜怖慕鴨につき．米国との無明洞での衡平をt‖苛し、かつ．場末織部及び電丸適例1t】トコールの遇択

は利用者にゆだねるとの原則に某づき、一層の簡素化に向けて60日以内のできる隣り丸い期間内lこ錦鶉を出すよう

日米の専門家lこよる検討会速やかに開始する．

レヽ）輌東織糖の比定については．公正申立な独立した比定機関において、外国データと受け入れるとともに．書麒都蜜

により行う．

（ニ）某糟等の作成に当たっては．可柁な織り早刑に作成予定を内外問係潜に周知するとともに．原案に対する内外掬偽

者からの量几の増取及び電気通椚脊鏡台への外資系企業の日本人根職員の参加尊により、道明作の確保を関る．

tホ）8本電信電瑞株式会社を約めとする如一亀電気通個事業者の内部相互補助と防止するため金持規則に所粟の丸定と

‘綬け．公正な鱒争の織体を珂った．

（へ〉電気通信事業論と施行していく中で、市場参入への重大か？爽市の樽講が几出された場合には、必嬰であれば地の

叔定に峰って国会に対して法改正を提案する．また、枚省令が市域参入への樽鐙となる局面が生じれば．そのような

関越点を是正するために関係赦省令の見正しを行う．

（2）廠府は．今後とも拉縮行の段何において内外無差別、簡素．透明．市場開放を旨とした軌度の連用に万金を期す．

（3）民間企葬による外四の遥何桁臆の臍人に即し．すでに日本輸出入鈍行ゐ輸入金融を比めることとしていろはか、何故

敵の割当てについては．可輪な限り早鵬に対処する．

之．エレクトりニクス

tl）9璃縛の鱒心事堺が示され．実りある意見交換が行われた．これとの関連におl、、て政府は斑に．

（イ）半導体チッ1の権利侃膚に珊する法相案及び

くり）コンピュータ・プbグラムの檎利良雄lこ関する著作権論改正案（捜；強制炸姥制度はなく．権利侃讃期間は50年）

亀精錬決定し．今国会での成立に全力を敬げろこととしているが．これに加えて．

レヽ）エレクトロニクス分野における関税の相互撒劇の可柁性を検討することを米国に提案している．

（2）その他の項目についても．政府は、エレクトロニクス分野が将来性のある分野であり．日米両国間で嵐山な市場が存

なすろことが肝要であるという観点から、同分野の箕島、投資、技術の各面にわたる自由な交議の促進を枕瞞的に回っ

ていく．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t

3．霞薬品・喀痍棲腐

7朝日の鞘心事項が米偶から当面の検討膿観として示されたが、承培・昨可手校を簡素．透明なものとすべく、現在、

腋靂検討が行われており．遺風が見られつつある．そのうち．

（1）鑑農機需及び体外診断薬のうち人種登に関係のないものについては、外囲鴎珠扶験データと受け入れることとし、ま

た．

（2）永比雷電冶相の透明性繚偏のため、中央薬事審議会において外国企業を含む承㍑巾帥企票が軋酎訂示内容を聴き鋭切

できる緑会をひけることとする．．

（3）その他の朝日についても検討が進んでおり、米銅との決河紅旗において積隋的lこ対処する．
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4．林産物

第一回会合を行った瞳．専門家レベルの会合を行い．日米双方の林苑物lこ関する広範なけ柁交換と行った．できも帆リ

速やかに第二回会合も開催し．林産物と遮るあらゆる問丸について轄広く話し合う．こととしたい．また、癖林・林某及び

木材産業の活力を回復させるため．（1）木材膚葬の拡大．・、（2）水村産業の体質強化．（3）問腹・保育等貞林・林業

の活性化等を中心に．討軋金融その他所要の措定を当面5か年にわたり輪に麟することとし、その進捗状況を見つつ．

おおむね3年目から針葉樹及び広葉増を適する合板等の関税の’引き下げを行うペく前向きに取り組む．

政府としては．米冒に対して．ドル高是正、売込み努力等亀促すとともに、市轄開放等を通じ、我が国経済の昏削巳と効卓

化を一題畿鉱させていく方針であり、粥係業界を始め国民冬膚の電解と協力を樽つつ．根橋的に対処してまいりたい．
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